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な
り
ま
す
。

　

改
定
後
の
年
金
額
は
、
年
金
額
改

定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（
原

則
と
し
て
年
金
振
込
通
知
書
と
一
体
と

な
っ
た
統
合
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
）。

　
こ
の
通
知
書
は
、
６
月
の
支
払
い

に
向
け
て
、
６
月
上
旬
か
ら
順
次
、

送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

額
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
２
・
５
㌫

の
増
額
と
な
り
ま
す
。

問 

郡
山
年
金
事
務
所　

☎
０
２
４
︲
９
３
２
︲
３
４
３
４
㈹

年
金
相
談
・
お
手
続
き
の

際
は
、
ぜ
ひ
ご
予
約
を

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、

年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続
き
に
つ

い
て
、電
話
で
「
事
前
予
約
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。

▽
予
約
相
談
希
望
日
の
一
か
月
前
か

ら
前
日
ま
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

▽
お
申
し
込
み
の
際
は
、
基
礎
年
金

番
号
の
わ
か
る
も
の
（
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
や
年
金
手
帳
な
ど
）

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

▽
電
話
が
か
か
り
に
く
い
場
合
は
、

時
間
を
お
い
て
お
か
け
直
し
く

だ
さ
い
。

▽
状
況
に
よ
り
時
間
ど
お
り
ご
案
内

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
ご
予
約
は
、全
国
共
通
の
予
約
専
用

受
付
電
話
か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
予
約
申
込
先

　
予
約
専
用
受
付
電
話

　
☎
０
５
７
０
︲
０
５
︲
４
８
９
０

税
金
・
年
金

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ　
年
金
額

改
定
に
つ
い
て

　
令
和
５
年
４
月
分
（
６
月
15
日
支

払
分
）
か
ら
の
年
金
額
は
、
法
律
の

規
定
に
よ
り
、
67
歳
以
下
の
方
は
原

則
２
・
２
㌫
の
引
上
げ
、
68
歳
以
上

の
方
は
原
則
１
・
９
㌫
の
引
上
げ
と

不
動
産
を
取
得
さ
れ
る
方
へ

　
不
動
産
取
得
税
は
、
売
買
・
贈
与

な
ど
で
不
動
産
を
取
得
し
た
と
き
、

ま
た
は
新
築
・
増
築
し
た
と
き
に
、

登
記
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
取
得
ご

と
に
一
度
だ
け
課
税
さ
れ
る
県
の
税

金
で
す
。
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
と

き
に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
納
め
る
税
額

取
得
し
た
と
き
の
不
動
産
の
固

定
資
産
評
価
額
の
３
㌫
（
住
宅
以

外
の
家
屋
は
４
㌫
）

※
宅
地
評
価
が
さ
れ
た
土
地
を
令
和

６
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
し

た
場
合
は
そ
の
土
地
の
価
格
を

２
分
の
１
と
す
る
特
例
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
住
宅
や
住
宅
用
土
地

の
取
得
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
、

申
請
に
よ
り
軽
減
措
置
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

▼
三
世
代
同
居
・
近
居
住
宅
を
取
得

す
る
方
へ

子
育
て
支
援
策
の
一
環
と
し
て
、

三
世
代
以
上
の
方
が
県
内
で
同

居
ま
た
は
近
居
す
る
住
宅
を
平

成
29
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７

年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た

場
合
、
そ
の
住
宅
に
係
る
不
動
産

取
得
税
の
一
部
が
申
請
に
よ
り

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部

　
☎
０
２
４
︲
９
３
５
︲
１
２
５
４

　
県
庁
税
務
課

犬
・
猫
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

　

地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
、「
犬
・
猫

の
フ
ン
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。」「
フ

ン
の
臭
い
で
迷
惑
し
て
い
る
」「
車

に
キ
ズ
を
つ
け
ら
れ
る
」
な
ど
と

い
っ
た
苦
情
や
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
飼
い
主
の
皆
さ
ん
は
、
次
の
点
に

つ
い
て
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
フ
ン
・
尿
の
始
末
は
飼
い
主
（
管

理
者
）
が
責
任
を
も
っ
て
行
い
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
排
泄
場
所
に
も

配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

▽
猫
は
「
室
内
飼
い
」
を
し
て
く
だ

さ
い
。
交
通
事
故
、病
気
、迷
子
、

近
隣
へ
の
フ
ン
尿
の
被
害
を
防

ぐ
た
め
、
ま
た
、
災
害
時
に
同
行

避
難
が
で
き
る
よ
う
に
室
内
で

飼
い
ま
し
ょ
う
。

※
不
幸
な
子
犬
や
子
猫
を
増
や
さ
な
い

た
め
に
も
、
飼
う
意
思
が
な
い
場
合

は
、
え
さ
を
与
え
た
り
し
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

福
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
４
︲
９
５
３
︲
６
４
０
０

　
住
民
課 

生
活
環
境
グ
ル
ー
プ　

　
☎
62
︲
２
１
４
７

　
☎
０
２
４
︲
５
２
１
︲
７
０
６
８

２
０
２
３
年
度
国
家
公
務
員

「
税
務
職
員
採
用
試
験
」（
高

校
卒
業
程
度
）
の
お
知
ら
せ

　
仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ

タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

　

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員

に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

▼
受
験
資
格

①
令
和
５
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
校
卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て

い
な
い
者
お
よ
び
令
和
６
年
３

月
ま
で
に
高
校
を
卒
業
す
る
見

込
み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準

ず
る
と
認
め
る
者

▼
受
付
期
間

　
６
月
19
日
（
月
）
～
28
日
（
水
）

▼
申
込
方
法

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
（
国
家
公

務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
）

▼
試
験
日
　
９
月
３
日
（
日
）

問 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験

研
修
係

　
☎
０
２
２
︲
２
６
３
︲
１
１
１
１

　
人
事
院
東
北
事
務
局　

　
☎
０
２
２
︲
２
２
１
︲
２
０
２
２

福
島
県
税
務
課

検
索

病院長　渡 辺 直 彦
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